
20広報とびしま／2018年10月

information

●
平
成
30
年
分
所
得
税
の
青
色
申
告
決

算
書
用
紙
の
送
付
に
つ
い
て

青
色
申
告
決
算
書
用
紙
は
、
平
成
31
年

2
月
上
旬
に
送
付
す
る
確
定
申
告
書
用
紙

等
に
同
封
し
ま
す
。

な
お
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
税
の
確

定
申
告
の
際
に
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
さ
れ

た
方（
津
島
税
務
署
、
津
島
商
工
会
議
所
な

ど
の
申
告
相
談
会
場
か
ら
パ
ソ
コ
ン
を
使
用

し
て
提
出
さ
れ
た
方
を
含
み
ま
す
。）、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」を
利
用
さ
れ
た
方
、
地
方
税
会

場
に
て
申
告
書
を
作
成
さ
れ
た
方
お
よ
び
税

理
士
、
青
色
申
告
会
ま
た
は
商
工
会
・
商
工

会
議
所
を
通
じ
て
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ

た
方
に
は
、
確
定
申
告
書
お
よ
び
青
色
申
告

決
算
書
等
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
確
定
申
告

書
お
よ
び
青
色
申
告
決
算
書
等
が
必
要
な

場
合
は
、
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ「
申
請
・
届
出
様
式
」か
ら
出
力
し

て
い
た
だ
く
か
、
税
務
署
の
窓
口
等
で
お
受

け
取
り
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　

津
島
税
務
署　

個
人
課
税
部
門

　

☎
２
６

－

２
１
６
１（
代
表
）

※
電
話
は
自
動
音
声
に
よ
り
案
内
し
て

い
ま
す
の
で
、
音
声
案
内
に
従
い

「
2
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.nta.go.jp

　

納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

税
の
お
知
ら
せ

10
月
の
納
税
等

村
県
民
税
／
第
3
期

国
民
健
康
保
険
税
／
第
4
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
／
第
4
期

保
　
育
　
料
／
10
月
分

納
　
期
　
限
／
10
月
31
日（
水
）

住
民
税
の
年
金
特
徴（
年
金
か

ら
の
天
引
き
）に
つ
い
て

4
月
1
日
現
在
65
歳
以
上
の
方
の
内
、

老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
等
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
そ
の
公
的
年

金
等
の
所
得
に
係
る
住
民
税
が
公
的
年

金
等
か
ら
特
別
徴
収（
天
引
き
）さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
障
害
年
金

や
遺
族
年
金
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
さ
れ
る
時

期
、
金
額
等
は
、
次
の
表
を
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
る
税
額
は

毎
年
6
月
上
旬
に
発
送
す
る
納
税
通
知

書
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

平成30年分　年末調整・青色申告決算等説明会
（および消費税軽減税率制度説明会）日程表

説明会 開催日 時間 対象地域等 会場

年末調整説明会

11月16日（金）

9：30
～11：30 津島市

愛西市

津島市文化会館
小ホール

（津島市藤浪町
3丁目89-10）

消費税軽減税率
制度説明会

11：30
～12：00

年末調整説明会 13：30
～15：30

飛島村
弥富市
あま市
大治町
蟹江町

消費税軽減税率
制度説明会

15：30
～16：00

青色申告決算等
説明会 11月21日（水）

13：30
～15：30 個人で

青色申告
の方消費税軽減税率

制度説明会
15：30
～16：00

今年度から特別徴収が開始された人
徴収方法 普通徴収

（自分で納付）
年金から特別徴収
（天引き）

算出方法
6月 8月 10月 12月 2月
それぞれ年税額の

1/4
それぞれ年税額の

1/6

昨年度、年金から特別徴収されている人

徴収方法
年金から特別徴収（天引き）

仮徴収 本徴収

算出方法
4月 6月 8月 10月 12月 2月
それぞれ「前年度の公的
年金等に係る年税額×
1/2」を3等分にした税額

それぞれ年税額から4・
6・8月分（仮徴収税額）を
差し引いて3等分した税額

飛島村内犯罪状況（30年8月）
区分 空き巣 忍込み 居空き 事務所荒らし 出店荒らし
8月 0 0 0 0 0
1～8月 8 2 1 0 4
区分 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 ひったくり 車上ねらい
8月 0 0 0 0 0
1～8月 1 0 1 0 4
区分 部品ねらい 自販機ねらい 万引き その他
8月 0 0 0 1
1～8月 5 2 2 8


